
中心市街地活性化に向けた制度・運用の方向性【ポイント】 
～中心市街地活性化推進委員会報告書～ 

１．目指すべき方向 
①中心市街地活性化の意義 
 地方都市全体の活力向上の取組の一環として、当該市町村全体や

その周辺地域を含めた「まち」全体の活性化を考えること 
 都市政策、産業政策等を総合的、一体的に推進 
 
②中心市街地活性化の基本理念の共有 
 地域における社会的、経済的、文化的活動の拠点 
 目指すべき中心市街地の在り方（基本理念）を地域関係者で共有 

２．地方自治体の役割 ～期待されるイニシアティブ～ 
 理念等の共有や各取組を総括、コーディネートし、イニシアティブを発

揮していくべきは市町村 

 地域の特色を活かしたビジョンを策定し事業を計画的、着実に実施 

３．民間事業者等の役割 ～理念等への協力～ 
 事業者は理念等に配意して事業活動を行うことや地方自治体や国の

施策の実施に必要な協力を行うことを期待 

４．国の役割 ～府省連携等～ 
 中心市街地活性化、ひいては地方都市再興のため、中心市街地施

策のみでなく、都市構造全体、公共交通等の取組と連携（府省連携）

して総合的、一体的に施策を推進 

Ⅱ．基本的な方向性 Ⅰ．現状評価・課題 

１．現状評価 
 平成１０年の法施行以来、中心市街地の都市機能

増進及び経済活力向上を総合的、一体的に推進 
 平成１８年の法改正では、 
       ①内閣総理大臣による基本計画認定制度の創設 
       ②都市福利施設整備と居住環境向上の施策の追      
          加等を措置 
 しかし、法改正後７年が経過した現在、 
       ①目標達成状況は芳しくない※指標達成率２９％  

       ②認定市街地の人口シェアは低下 
       ③中心市街地の事業所数、販売額等は減少 

２．今後の課題 
 投資が中心市街地に流入せず、商業・都市施設等

の新陳代謝が進まず民間事業活動は停滞 
 計画策定市町村は減少 
※平成１８年改正前６０６市町村→改正後１１７市町村 

 実態に即した更なる取組が必要 
 実施体制が脆弱 



２．地域実態に即した柔軟な区域設定 
 都市の中に社会経済的に中心的な役割を果たしている拠

点が複数ある場合は、複数の拠点を一体として認定※ 

       【基本方針改正】 
        ※複数の拠点間が公共交通ネットワーク等で密接に繋がっていること等が前提 

３．広域的な調整 
 都道府県は、市町村の求めに応じて、条例等の活用により

積極的に広域的な調整を行うことが望ましい 

      【基本方針改正】 

４．波及効果が大きい事業への重点支援 
 地元住民等の強いコミットメントがあり、周辺地域の経済活

力をも向上させる波及効果が大きい事業を国が認定し、集

中的に支援 

      【法改正、予算・税制措置】 

５．実施体制の強化 
①中心市街地活性化協議会の機能強化 
 市町村は中心市街地活性化協議会による、基本計画作成及び見直

しの意見を尊重【基本方針改正】 

 

②まちづくり会社等の強化 
ⅰ）事業性確保 
 まちづくり会社等が行う商業の活性化に資する事業を国が認定し、

当該事業を行う者の信用度を増し、事業実施に伴う地権者等との交

渉や資金調達等を円滑に進められる環境を整備【法改正等】 

 

ⅱ）まちづくり人材確保 
 まちづくり特有のスキルの習得を図る研修を実施し、まちづくり人材

を育成するとともに、人材の掘り起こしを行い、人材市場を整備し、

地域とのマッチングを図る【予算措置】 

 

③住民参加 
 住民の主体的な取組等を引き出す「コミュニティ・デザイナー」といっ

た外部人材の育成等を支援【予算措置】 

６．計画目標、評価指標、フォローアップ（PDCA）の運用改善 
 地域の実情に即した独自の評価指標を自ら考え、設定 

 通行量等基礎データについては毎年把握し評価 

 認定基本計画は原則毎年フォローアップし、協議会機能を活用しＰＤ

ＣＡを徹底【基本方針改正】 
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１．認定市町村の裾野拡大 
 特に「小さなまち」については、既存のストックがあれば、４

事項※の内、特定の事項に新たな事業がなくても積極的か

つ柔軟に認定【基本方針改正】 
      ※基本計画の「市街地の整備改善」、「都市福利施設の整備」、「居住環境の向上」、 
           「商業の活性化」の４事項 

Ⅲ．具体的な施策の方向性 

※都市構造全体・公共交通等の取組との連携 
 都市機能の計画的な配置、人口密度の維持と、それに併せた公共

交通の充実等の取組を推進 【関係法改正】 
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